
○都留市学校規模等適正化準備会設置要綱（案）

(平成 30年 4月 日教育委員会訓令第 号) 

 (設置) 

第 1条 都留市立小中学校適正規模等審議会（仮称）を設置するため、都留市学校規

模等適正化準備会（以下「準備会」という。）を設置する。 

(所掌事務) 

第 2条 準備会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 小中学校適正規模等審議会の設立及び運営に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、小中学校適正規模等審議会の設置について必要な

事項に関すること。 

(組織) 

第 3条 準備会は、委員 15人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱または任命する。 

(1) 学識経験者

(2) 地域協働のまちづくり推進会を代表する者

(3) 小中学校 PTAを代表する者

(4) 小中学校校長会を代表する者

(5) 市議会議員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期) 

第 4条 委員の任期は、小中学校適正規模等審議会が設置される日までとする。 

(準備会) 

第 5条 準備会は、教育委員会が招集する。 

2 準備会の開催回数は、必要に応じて、教育委員会が決定する。 

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意

見を聴き、又は説明させることができる。 
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4 教育委員会は、必要があると認めるときは、準備会の開催に先立ち、学識経験者

等から研究及び協議事項について意見聴取を行うことができる。 

(守秘義務) 

第 6条 委員は、職務上知り得た秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後

も、また、同様とする。 

(庶務) 

第 7条 準備会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において行うものとする。 

(委任) 

第 8条 この訓令に定めるもののほか、準備会の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 

  附 則 

この訓令は、平成 30年 月 日から施行する。 
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